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保険商品･サービスの提供、特に販売勧誘に係る法制を見直す視点―本報告の視座保険商品･サービスの提供、特に販売勧誘に係る法制を見直す視点―本報告の視座

販売勧誘の各段階の特質に応じた、
均整の取れた規制
• 顧客のニーズに沿った商品選択が実現され
得る情報基盤の環境整備
–顧客自身の自己決定に必要な商品情報の提供、撤回権

–任意提供される各種情報の真実･正確性、理解可能性確保、

–商品・チャネルの特性に応じた情報提供ルール

• 顧客が専門家の比較情報・助言を信頼して
サービスを受けられる環境の整備
–チャネルから提供されるサービス内容の明確化

–チャネルから与えられる比較情報、助言の公正性の確保
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商品比較情報の生成･発信コスト低
下による規制の隙間を防止
• ウェブサイト、メルマガ、SNS、電子掲示板等を利用
した商品（比較）情報流布は、容易に実行され得る。
発信者がチャネルであるか、第三者であるかの判別は
困難。非募集人による情報発信は､現状では規制外。

• 情報源はチャネル以外の第三者であっても、ハイ
パーリンク、バナー広告などを用いて、特定のチャネ
ルに購買意思を固めた顧客を誘導することも容易。

⇒チャネルによる販売勧誘･情報提供行為の前に、
実質的な募集が事実上完了するおそれ

⇒紹介人に対する規制の導入が不可欠

各種チャネルの行為の特質に応じた、
均整の取れた規制
• 乗合募集人と保険仲立人の間に、募集委託契約
上、事業モデル上、規制類型を分ける必要性が認
められる程の決定的な差異はあるか？

• 少なくとも、比較表示･助言を経て募集を行う乗
合募集人と保険仲立人の間の規制の差異は縮小す
る必要がある。

• 比較表示･助言サービスの担い手として、市場で
の正当なニーズがある業態と認知する限り、保険
仲立人の規制緩和（権限の明示による誤認防止措
置を前提とした募集人との兼業規制の廃止･分野を
区切った緩和、賠償資力規制の緩和等）が求めら
れる。

各種チャネルの表示･販売行為に対
する保険会社の代位責任の合理化

• 保険会社と販売チャネルの間で指揮命令関係が
成立する場合､範囲を明らかにすべき。

• 保険会社が委託した業務の範囲をチャネルの類
型毎に整理し、チャネルによる比較表示につき保
険会社が責任を負うべき範囲を確認すべき。

• 委託業務の性質、指揮命令関係の有無を問わず
に保険会社の代位責任を広く認めるべきとの価値
判断が存するならば、代位責任を広く捉える趣旨
を明らかにすると共に、保険会社のチャネルに対
する求償ルールを明確化すべき。
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